
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第５０号 

長与町一般公共海岸占用料及び土石採取料徴収等条例の一部を改

正する条例 

令和元年６月４日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６８号）及び社会保障の安定財

源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法

の一部を改正する法律（平成２４年法律第６９号）による消費税率の引上げを踏

まえ、占用料等に関する規定を改正するとともに、所要の改正を行うもの。 

上記議案を提出します。 



   長与町一般公共海岸占用料及び土石採取料徴収等条例の一部を改正する条例 

 長与町一般公共海岸占用料及び土石採取料徴収等条例（平成１６年条例第７号）の一部を

次のように改正する。 

 第６条第２項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消

費税法の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６８号）附則第１条第２号に定める

日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の長与町一般公共海岸占用料及び土石採取料徴収等条例の規定

は、施行日以後の納期に係る占用料又は土石の採取料（以下「占用料等」という。）につ

いて適用し、同日前の納期に係る占用料等については、なお従前の例による。 


